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扶桑町 電子契 約 実施要 綱  

 

（趣旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 扶 桑 町 が 締 結 す る 電 子 契 約 の 実 施 に 関 し 、

必要な 事項を 定 める。  

（定義 ）  

第２条  この 要 綱にお いて 、次 の各号 に掲げ る 用語の 意義は 、当

該各号 の定め る ところ による 。  

(1) 契 約担 当者  扶桑 町契約 規 則（昭 和５４ 年 扶桑町 規則第 ６

号）第 ２条第 １ 号に規 定する 契 約担当 者をい う 。  

(2) 契約 者  扶 桑町契 約規則 第 ２条第 ２号に 規 定する 契約者 を  

いう。  

(3) 電子 契約  地方自 治法（ 昭 和２２ 年法律 第 ６７号 ）第２ ３

４ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 措 置 を 講 じ た 電 磁 的 記 録 を 作 成 す る

ことに より締 結 する契 約をい う 。  

(4) サー ビス提 供事業 者  扶 桑 町と電 子契約 サ ービス の提供 に

係る契 約を締 結 する事 業者を い う。  

(5) 当 事者型 電 子契約 サービ ス  契約 担当者 は 契約担 当者自 身

の 署 名 鍵 に よ る電子署名（電子署名及び認証業務に関する法

律（平成１２年法律第１０２号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 電

子署名 をいう 。）を 、契 約者 は サービ ス提供 事 業者が 契約者

の 指 示 を 受 け て サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 自 身 の 署 名 鍵 に よ る 電

子署名 を行う 方 式の電 子契約 サ ービス をいう 。  

(6) 立 会人型 電 子契約 サービ ス  サー ビス提 供 事業者 が契約 担

当者及 び契約 者 の指示 を受け て 、サー ビス 提供 事業者 自身の

署 名 鍵 に よ る 電 子 署 名 を 行 う 方 式 の 電 子 契 約 サ ー ビ ス を い

う。  

(7) アク セスコ ード  第三者 に よる文 書の 閲 覧 を防止 するた め  

の符号 をいう 。  

(8) パス ワード  電子 契約サ ー ビスに 接続す る ために 必要と な  

る符号 をいう 。  

(9) アカ ウント  電子 契約サ ー ビスに 接続す る ための 権利を い  

う。  

(10) 承 認 者  契 約 の 相 手 方 に 電 子 契 約 書 を 送 信 す る 際 、 当 該

電子契 約書が 決 裁を得 たもの と 相違な いこと を 確認し 、及
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び承認 する扶 桑 町の職 員をい う 。  

(11) 運 用 管 理 者  電 子 契 約 サ ー ビ ス の 運 用 及 び 管 理 を 行 う 扶

桑町の 職員を い う。  

（電子 契約の 締 結方法 ）  

第３条  電子 契 約の締 結は、サ ービス 提供事 業 者の提 供する 電 子

契約サ ービス を 利用し て行 う 。  

２  契 約担当 者 及び契 約者は、利用す る電子 契 約サー ビスの 利 用

方法に 従って 利 用しな ければ な らない 。  

３  電 子署名 は 、契約 者、契 約 担当者 の順に 行 う。  

（電子 契約の 対 象）  

第４条  電子 契 約の対 象とす る 契約は、次に掲 げるも のを除 い た

扶桑町 の締結 す る契約 とする 。  

(1) 法令 等の定 めによ り書面 に よるべ きとさ れ ている 契約  

(2) 契約 期間が 自動的 に改め ら れる契 約  

(3) その 他電子 契約に よるこ と が適当 でない と 認めら れる契 約  

２  契 約 担 当 者 は そ の 契 約 が 電 子 契 約 に よ る こ と が で き る 場 合

に つ い て は 、 入 札 公 告 や 指 名 通 知 、 見 積 書 提 出 依 頼 等 の 際 に 、

あ ら か じ め 電 子 契 約 に よ る こ と が で き る 旨 を 示 す も の と す る 。 

３  利 用する 電 子契約 サービ ス の種別 につい て は、次の とおり と  

する。  

(1) 当事 者型電 子契約 サービ ス  一般 競争入 札 及び指 名競争 入  

札によ る契約  

(2) 立会 人型電 子契約 サービ ス  前号 に規定 す るもの を除く 契  

 約  

（電子 契約の 承 認者）  

第５条  承認 者 は各課 等に置 く ものと し、各課 等の長 又は各 課 等

の長が 指名す る 者をも ってこ れ に充て る。  

（電子 契約の 運 用管理 者）  

第６条  運用 管 理者は 、行政 課 長をも ってこ れ に充て る。  

２  運 用管理 者 は、次 に 掲げ る 業務を 行うも の とする 。  

(1）電 子契約 サ ービス の利用 権 限の設 定に関 す ること  

(2）電 子契約 サ ービス の利用 手 続に関 するこ と  

(3）その 他電子 契約サ ービス を 適正か つ円滑 に 運用す るため に  

必要な こと。  

（アカ ウント の 取扱い ）  
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第７条  アカ ウ ントの 取扱い は 次のと おりと す る。  

(1）ア カウン ト は運用 管理者 が 設定す る。  

(2）ア カウン ト の変更 は運用 管 理者が 行う。  

(3）ア カウン ト の取扱 いは各 課 等が適 切に行 う 。  

（パス ワード 等 の適切 な管理 ）  

第８条  電子 契 約サー ビスの 利 用者は、パスワ ード及 びアク セ ス

コ ー ド を 他 者 に 知 ら れ な い よ う に 適 切 に 管 理 し な け れ ば な ら

ない。  

２  契 約者は、アクセ スコー ド の漏え い等の 事 故があ ったと き は、

直 ち に そ の 旨 を 契 約 担 当 者 又 は 運 用 管 理 者 に 報 告 し な け れ ば

ならな い。  

（利用 の申出 ）  

第 ９ 条  第 ４ 条 第 ２ 項 に よ る 電 子 契 約 対 象 案 件 に お い て 電 子 契

約を希 望する 者 は、電子契 約サ ービス を利用 す る前に 、電 子契

約利用 申出書（ 様式第 １）を契 約担当 者に提 出 しなけ ればな ら

ない。  

（電子 契約書 の 保存）  

第１０ 条  電 子 契約書 の正本 は 、電子契 約サー ビス上 に保存 さ れ

る電子 契約書 と する。  

２  電 子 契 約 サ ー ビ ス か ら ダ ウ ン ロ ー ド し た デ ー タ を 保 存 す る

等、前項の 規定 による 保存以 外 の保存 方法で あ っても 、電 子契

約書の 有効性 を 妨げる もので は ない 。ただ し、電子契 約書の 有

効性に 関する 法 令の規 定に違 反 する場 合にお い ては、こ の限り

でない 。  

（障害 発生時 の 対応）  

第１１ 条  シ ス テム障 害、広域 停電等 により 電 子契約 サービ ス が

利用で きない 場 合につ いては、書面に より契 約 を締結 するこ と

とする 。  

（変更 契約）  

第１２ 条  当 初 契約が 電子契 約 により 締結さ れ たもの に限り、変

更契約 におい て も電子 契約の 対 象とす ること が できる 。  

（他の 要綱等 の 読替え ）  

第 １ ３ 条  電 子 契 約 に て 締 結 す る こ と が で き る 契 約 に つ い て は 、

他の要 綱、要 領 その他 の内規 中「契約 書」とあ るのは「契約 書

（契約 の内容 を 記録し た電磁 的 記録を 含む。）」と読み 替え て
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適用す るもの と する。  

（委任 ）  

第１４ 条  こ の 要綱に 定める も ののほ か必要 な 事項は、町長が 別

に定め る。  

 

附  則  

この要 綱は、 令 和７年 ９月１ 日 から施 行する 。  
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様 式 第 １ （ 第 ９ 条 関 係 ）  

 

年  月  日  

 

扶 桑 町 長  様  

 

所 在 地  

商 号 又 は 名 称  

代 表 者 氏 名  

 

電子契約利用申出書  

【 対 象 案 件 】  

案 件 名   

上 記 の 案 件 に つ い て 、扶 桑 町 と 電 子 契 約 を 締 結 す る こ と に 同 意 し ま す 。な お 、

電 子 契 約 締 結 に 利 用 す る メ ー ル ア ド レ ス は 、 次 の と お り で す 。  

 

【 利 用 す る メ ー ル ア ド レ ス 】  

１ ． 契 約 締 結 権 限 者  

契 約 締 結 権 限 者  役 職   氏 名   

メ ー ル ア ド レ ス   

ア ク セ ス コ ー ド   

※ 契 約 締 結 権 限 者 の 役 職 及 び 氏 名 は 、 あ い ち 電 子 調 達 共 同 シ ス テ ム に 登 録 さ

れ た 代 表 者 の 役 職 及 び 氏 名 を 記 入 し て く だ さ い 。  

※ ア ク セ ス コ ー ド は 必 要 に 応 じ て 記 入 し て く だ さ い 。 空 欄 で も 構 い ま せ ん 。  

 

２ ． 担 当 者  

担 当 者  役 職   氏 名   

メ ー ル ア ド レ ス   

※ 担 当 者 は 必 要 に 応 じ て 記 入 し て く だ さ い 。 空 欄 で も 構 い ま せ ん 。  

 

【 留 意 事 項 】  

※ 本 書 は １ 契 約 ご と に 提 出 し て く だ さ い 。  

※ 当 該 契 約 の 変 更 契 約 に お い て 、 契 約 担 当 者 が 変 更 契 約 を 書 面 に 指 定 す る 場

合 を 除 き 、 本 書 を 適 応 し ま す 。  


